
令和６年度男女共同参画課予算(案)の概要

事 業 名 予算額（千円） 事 業 の 概 要

女性の活躍応援事業 3,910（4,136）

・やまぐち女性活躍応援団による「地域シンポジウム」の開催
・「女性管理職アドバイザー制度」による相談支援
・やまぐち女性の活躍推進事業者宣言制度の推進
・女性団体等の活動に対する拠点施設使用料の助成
・女性活躍推進知事表彰の実施

女性自立サポート事業 26,170（0） ・専門的知見や経験を有する民間団体と連携・協働した支援
・関係機関で構成する支援調整会議の設置

男女共同参画パワーアップ事業 4.236（4,178）

・パワーアップセミナーの開催
・男性の家事・育児参画に向けた理解促進や啓発の推進
・男女共同参画推進月間（10月）における普及啓発活動の重点実施
・やまぐち男女共同参画推進事業者の認証

LGBT等理解増進事業 3,200（0）

・同性パートナーシップ制度の周知・導入
・事業所向けハンドブックの作成
・専門相談窓口の設置
・相談員養成研修
・カフェ型相談会による居場所づくり
・県民向けオンライン講座等による広報・啓発

配偶者暴力等（DV）対策事業 7,760（17,974）

・配偶者等からの暴力防止のための普及啓発
・男女共同参画相談センターを中心とした被害者支援
・DV被害者等の子どもへの支援の充実
・民間シェルターにおける被害者支援の充実に資する取組への補助

性暴力被害者支援事業 6,140（6,658）

・２４時間３６５日運用の相談体制
・相談支援員による電話・面接相談、病院等への同行支援
・医療、カウンセリング、法律相談の支援の提供及び費用負担
・証拠物の採取・保管
・中学・高校生向け啓発資料の活用による相談窓口の周知等
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誰もがいきいきと輝く地域社会実現プロジェクト

女性が輝く地域社会の実現

産学公連携による女性の活躍促進、困難な問題を抱える女性への支援

女性の活躍応援事業【男女共同参画課】 3,910千円

事業者・大学・市町・関係団体等と連携した啓発活動や情報発信により、
女性の活躍を促進

趣 旨

事業内容

女性の活躍応援事業

女性の活躍促進

やまぐち

女性活躍応援団

＝産学公のトップ

男女共同参画推進事業者

女性の活躍推進事業者

応援団地域シンポジウム、ＳＮＳを
通じたメッセージ発信・事例共有 市町

大学

企業

関係
団体

・女性管理職アドバイザー制度
・やまぐち女性の活躍推進事業者
宣言制度
・地域の女性活躍応援

女性活躍に向けた取組

事業イメージ

項 目 内 容

やまぐち女性活躍応援団に
よる取組の普及・拡大

○産学公の連携による取組の県内全域への波及
・地域シンポジウム開催による地域の女性活躍の加速化
・トップのメッセージ発信や好事例の共有による普及
・ＳＮＳによる女性活躍等に関する積極的な情報発信

女性管理職登用促進に向け
た女性管理職等への支援

○女性管理職アドバイザー制度
・県認定の「輝き女性サポーター」の
派遣等による県内事業所の女性管理職等への相談支援

女性活躍に取り組む事業者
支援

○やまぐち女性の活躍推進事業者宣言制度
・女性活躍推進法に基づく行動計画を策定
した事業者・団体に対する広報等による
支援

地域で活躍する女性支援 ○地域の女性活躍応援
・拠点施設を活用した女性団体等の活動支援

(山口県婦人教育文化会館の使用料助成(上限１万円))
・女性活躍推進知事表彰実施

２



誰もがいきいきと輝く地域社会実現プロジェクト

女性が輝く地域社会の実現

産学公連携による女性の活躍促進、困難な問題を抱える女性への支援

女性自立サポート事業【男女共同参画課】 26,170千円

多様化・複雑化する様々な困難な問題を抱える女性に対し、関係機関や民
間団体と協働しながら、その問題の背景や、心身の状況等に応じた最適な
支援を行い、女性が安心かつ自立して暮らせる地域社会づくりを推進

趣 旨

項 目 内 容

相
談
・
自
立
等
支
援

相談支援 ○様々な困難や不安を抱える女性からの相談対応
・電話、メール、ＳＮＳによる相談の実施
・面接相談、リモートカウンセリングの実施

アウトリーチ支援 ○訪問面談、ハローワークでの相談会
○関係機関への同行支援
○夜間見回り

居場所づくり ○カフェ型相談会
・相談対応や談話ができる場所を提供

被害回復支援 ○カウンセリング
○同伴児童への支援

自立支援 ○ステップハウス（自立に向けた準備を行う施設）の運
営・心のケアや自立支援を実施
○アフターケア
・自立後も定期的な心理ケアを実施

支援調整会議 ○関係機関で構成する支援調整会議の設置

事業内容

関係機関と協働した、きめ細かな支援

事業イメージ

新
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誰もがいきいきと輝く地域社会実現プロジェクト

人権等に関する取組の推進

男女共同参画・ジェンダー平等の実現

男女共同参画パワーアップ事業【男女共同参画課】 4,236千円

男女共同参画の一層の推進を図るため、社会情勢等を踏まえた効果的な普
及啓発や男女共同参画推進事業者の認証等により、県民、県民活動団体、
事業者等の取組を促進

趣 旨

項 目 内 容

男女共同参画の
取組促進

○パワーアップセミナーの開催
・男女共同参画に関する新たなテーマ（固定的性別役割分担意識
の解消等）に関するセミナーの開催等

○男性の家事・育児参画に向けた理解促進や啓発の推進

・県民を対象とした啓発動画コンテストの実施

○男女共同参画推進月間(10月)における普及啓発活動の重点実施

・ポスターコンテストの実施

・ポスター、チラシの作成、配布等

○やまぐち男女共同参画推進事業者の認証

・男女共同参画推進連携会議構成団体等を通じた認証制度のPR

・取組事例集の作成、配布（就職支援窓口、市町等）

・県ホームページ、認証事業者ステッカー等による広報

事業内容

男女共同参画の取組促進

≪やまぐち男女共同参画推進事業者
シンボルマーク≫

≪県男女共同参画推進月間ポスター≫

事業イメージ

男女共同参画の推進体制

普及啓発
取組支援

男女共同参画社会の実現

県民活動団体・事業者等による男女
共同参画の自主的な取組の促進によ
る男女共同参画の推進

きらめき財団

連携会議

事業者 県 民県民活動
団体

県

市町
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誰もがいきいきと輝く地域社会実現プロジェクト

人権等に関する取組の推進

男女共同参画・ジェンダー平等の実現

ＬＧＢＴ等理解増進事業【男女共同参画課】 3,200千円

ＬＧＢＴ理解増進法に基づく、性の多様性に関する理解増進施策を実施し
性の多様性を認め合い、誰もが安心して生活することができる暮らしやす
い地域社会の実現を目指す。

趣 旨

項 目 内 容

生きづらさの軽減と
安心して暮らせる環
境整備

○同性パートナーシップ制度の周知・導入
・同性カップルがお互いのパートナー関係について宣誓し、
その内容を県が証明

○事業所向けハンドブックの作成
・職場での配慮などをまとめたハンドブックを配布

○専門相談（法律）の実施
・弁護士による法律相談を定期的に開催

○相談員養成研修
・県や市町の一般相談窓口相談員を対象とした研修の実施

○居場所づくり
・カフェ型相談会を定期的に実施

県民の意識の醸成 ○広報・啓発
・県民を対象としたオンライン講座の開催

・性の多様性やパートナーシップ制度に関するチラシ等の配布

事業内容

生きづらさの軽減と安心して暮らせる環境整備、県民の意識の醸成

事業イメージ

誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る

暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
の
実
現

・職場や学校での理解促進

・同性パートナーシップ制度

・プライバシーを守れる専門相談

・オンライン講座

・カフェ型相談会

LGBT等の方々が安心して暮らせる環境整備

生きづらさの軽減（孤独・孤立の防止）

性の多様性に寛容な県民意識の醸成

・性の多様性に関する周知等

困
り
ご
と
の

防
止
・
解
消

地
域
社
会
で

の
理
解
促
進

新
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暮らしの安心・安全確保プロジェクト

犯罪や暴力から県民を守る対策の推進

犯罪被害防止の強化、民間支援団体等と連携した犯罪や暴力の被害者に対する支援の強化

配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業【男女共同参画課】 7,760千円

｢山口県配偶者暴力等対策基本計画｣に基づき、市町、関係機関、民間団体
等と連携・協働し、配偶者暴力防止のための普及啓発や被害者支援等を実
施

項 目 内 容

ＤＶを許さない社会づくり ○普及啓発
・配偶者等暴力防止運動期間(11/12～25)における
啓発活動

被害者支援 相談 ○男女共同参画相談センターでの相談対応
（電話相談及び面接相談を実施）

○関係者研修の実施

保護 ○男女共同参画相談センター等での保護

○ＤＶ被害者等が同伴する子どもへの心理的ケアなどの
支援の充実

自立支援 ○被害者の自立に向けた生活・就業支援等

連携・協働の推進 ○民間シェルターの取組支援

事業内容

ＤＶを許さない社会づくり、被害者支援、連携・協働の推進

趣 旨 事業イメージ

・情報提供
・意見交換
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暮らしの安心・安全確保プロジェクト

犯罪や暴力から県民を守る対策の推進

犯罪被害防止の強化、民間支援団体等と連携した犯罪や暴力の被害者に対する支援の強化

性暴力被害者支援事業【男女共同参画課】 6,140千円

やまぐち性暴力被害者支援システム「あさがお」により、24時間365
日の運用体制で、被害直後からの総合的な支援（相談、産婦人科医療、カ
ウンセリング、法律相談等）を行うとともに、若年層を中心とした啓発を
実施

項 目 内 容

支援体制の整備 ○24時間365日運用の相談体制

総合的な支援の実施 ○相談支援員による電話・面接相談、病院等への同行
支援

〇医療、カウンセリング、法律相談の支援の提供及び
費用負担

〇証拠物の採取・保管

性暴力を許さない社会づく
り

○普及啓発

○中学生・高校生向け啓発資料を活用した、性暴力被害
の未然防止及び相談窓口の周知

事業内容

支援体制の整備、総合的な支援の実施、性暴力を許さない社会づくり

趣 旨
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公認心理師協会 

事業イメージ
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